
 
   ２０２３（令和５）年度事業計画 札幌市社会自立センター 

（就労継続支援Ａ型） 
１．はじめに 

  昨年度は社会経済の見直しにより、クリーニングの受注量が少しずつ増えてきました。しかし、物

価高騰により必要経費の比重も増え、クリーニング事業では工賃向上への取り組みは難しい状況とな

っています。当年度においては安定した経営の維持を念頭に、業務内容の見直しを行い、必要に応じ

て新規作業種の開拓を進めます。また、利用者個々の作業能力に見合った適材適所の配置を行うこと

と並行して、利用者全員が全ての作業に入り、自らの力を発揮できる環境を提供できるよう努めます。

また平均年齢の上昇と定年退職者の予想をふまえて、新たなマンパワーの確保も進めます。 

 

２．事業内容 

 （１）利用定員 就労継続支援Ａ型 ３０名  実員３１名 

 （２）昨年実績 就労継続支援Ａ型 ３０名  実員３２名 

 （３）加算対応 職員配置 7.5：1・福祉専門職員配置等加算Ⅱ・賃金向上達成指導員配置加算 

 

３．職員数（令和５年４月１日現在） 

職 種 人数 
常勤 非常勤 常勤 

換算 

配置

基準 
備考 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者 1 1.0    1.0 1.0  

サービス管理責任者 1 1.0    1.0 1.0  

生活支援員 1 1.0    1.0 1.0  

賃金向上達成指導員 1 1.0    1.0 1.0  

職業指導員 8 4.0  3.1  7.1 4.0  

 

４．利用契約者数（令和５年４月１日現在） 

区 分 6 5 4 3 2 1 なし 合計 

男 性 0 1 6 1 4 1 9 22 

女 性 0 0 2 2 3 0 2 9 

合 計 0 1 8 3 7 1 11 31 

 

５．当年度の目標と具体的な取り組み 

（１）運営基盤の安定化 

最低賃金が年々上昇していますが、物価高騰による経費の増大と新型コロナウィルスの影響に

よる作業収入の減少により、経営状況は悪化しています。定員規模や職員配置数と作業内容、収

益、経費などを多角的に判断して現状維持からの脱却を図らなければ、早々にも作業で得た収益

から工賃を支給する仕組みが破綻することが予測されます。詳細な現状把握に努め、職員配置、

稼働時間、作業種等について見直すべきところを見直し、運営基盤の安定化を図ります。 

（２）建物・設備の維持管理及び環境保全 

これまで、ボランティアや職員を中心に建物や設備の保全を行ってきましたが、作業を行う建

物の維持管理も業務の一環と捉え、利用される方を交えて敷地内の整備を計画的に実施します。 

 （３）利用者の社会人としての意識改革 

就労継続支援Ａ型事業所は、障がい福祉サービスの利用契約とともに雇用契約も必要とされる

ため、他の事業所とは一線を画した支援が必要となります。職員が介助・代行するのではなく、

自らが模範となる態度や言動を心がけるとともに、企業に就労する社会人とはどうあるべきかを

利用者自身が考え、自律した社会生活を営むための支援を提供できるよう、支援の方向性を模索

します。 

 



６．設置する委員会・会議 

 （１）職員会議(月 1回) 

 （２）図書館会議(月 1回) 

 （３）個別支援会議(月 1回) 

 （４）権利擁護・虐待防止委員会（身体拘束適正化委員会）（毎月報告/年 3回） 

（５）苦情解決委員会(毎月報告/年 3回) 

（６）賃金向上委員会(月 1回) 

（７）安全衛生委員会(月 1回) 

 

７．職員研修計画 

 支援研修（予定） 虐待防止 

４月  権利擁護・虐待防止小委員会 

５月 サービス管理責任者研修（阪本）  

６月 ケーススタディ/苦情解決委員会  

７月  権利擁護・虐待防止小委員会 

８月  権利擁護・虐待防止委員会（本委員会） 

９月 コーチング研修/賃金向上委員会報告  

１０月 苦情解決委員会報告  

１１月 ＳＳＴ研修  

１２月 ケーススタディ  

１月  権利擁護・虐待防止小委員会 

２月 年度総括 権利擁護・虐待防止委員会（本委員会） 

３月 苦情解決委員会報告  

   ※全道知的障がい関係職員研修参加予定 

※安全衛生推進者講習受講予定  

※サービス管理責任者実務者研修・更新研修参加予定  

※防火管理者講習  

 

８．行事等年間スケジュール 

 内   容 

４月 辞令交付/事業・業務計画説明/環境整備 

５月 避難訓練/環境整備 

６月 健康診断 

７月 環境整備・地域交流（ゴミ拾い） 

８月 札幌市業務・財務検査(前期) 

９月 財政援助団体監査及び公の施設指定管理者監査(4日間)～※時期/災害時避難訓練 

１０月 札幌小学校販売会(予定) 

１１月 インフルエンザ予防接種 

１２月 環境整備（冬囲い） 

１月 行政財産使用許可申請 

２月 自立センター運営協議会（令和６年度事業計画案作成） 

３月 札幌市業務・財務検査(後期)/札幌市図書館入札 

 

９．札幌市社会自立センターの支援の理念と小目標 

 （１）社会自立センターの支援の理念 

① 個別支援計画に基づき支援を行い、利用者の就労に必要な力を育てます。 

② 利用者の仕事と生活を理解しバランスを保ちながら、働きながら安心し、ゆとりある地域生

活が継続され、又は可能になるよう支援します。 



③ 業務理解と技術力を高め、仕事を通じて充実感を持ち、自己実現を図れるように支援します。 

   ④ 職場が単に作業を提供する場所にとどまらず、生活に張りと豊かさを与える環境であり、生

活の糧となるよう事業を展開します。 

（２）小目標 

①福祉事業運営 

○ 職員一人ひとりが職業人としての意識をもって業務にあたり、知識・技術を高め、責任

をもって事業を遂行して、利用者個々の自己実現を目指します。 

○ 施設の維持管理及び防災・保守を行い、施設の保全と利用者の安全管理を徹底します。 

○ 就労継続支援Ａ型事業所として「最低賃金の補償」「一般企業への就労」を目標とし、

その達成に向けて全力を尽くします。 

○ 作業環境の整理整頓と衛生管理を徹底し、作業効率の向上と安全な作業提供を図ります。 

○ 社会参加と自己実現の推進にむけて、利用者自らが社会資源等を活用して自活・自立し

た生活を営めるよう、社会生活にかかる支援を提供します。 

○ 利用者またはその家族の高齢化が進み、退職後の不安や生活面での支援の必要性が高ま

っています。老後資金、生活支援等の相談に応じ、不安の軽減、解消に努めます。 

②財政改善 

     ○ 給付費の向上に向けて、より良いスコア判定を目指します。 

     ○ 利用される方全員が最低賃金を得られるよう、作業収入の増加を目指します。 

     ○ 作業経費や物価高騰による水道光熱費の削減を図るため、購入業者の見直しと日常業務

の見直しを図ります。 

     ○ 法人では監査法人が導入され、会計経理の明瞭化と効率的な事務処理への転換が進んで

います。自立センターにおいても指摘事項の改善を図り、経営の透明化に取り組みます。 

③福利厚生 

     ○ 健康診断を実施し、結果に応じた助言や支援を提供します。 

     ○ 高齢及び体力低下に伴う利用者・家族との話し合いを行います。 

     ○ 現在の労働基準に合わせて就業規則の見直しを行います。 

     ○ 建物・備品・設備を点検し、計画的な改修、更改を行いとともに、職場環境の衛生管理

を徹底します。 

     ○ 利用者以外の就労を中心とする相談に対応し、障がい者の自立を支援します。 

（３）関係機関との連携 

特別支援学校、社会福祉協議会、自立支援協議会、職業安定所、高齢・障害者雇用支援センタ

ー等と連携し、諸手続きやボランティア、実習及び相談支援も随時受付、適切な助言を行います。 

（４）地域生活・家庭との連携 

地域生活が継続的に営まれるよう地域生活支援者と連携を取ります。家庭生活においても本人

の役割や金銭管理、地域生活への説明など、個別に相談に応じます。 

（５）地域とのかかわり 

     ボランティア活動や近隣の小学校との連携、行事参加等により親睦を深めます。運営協議会

を開催し、地域の声及びニーズに応えるべく体制を築きます。 

（６）職員研修・防災研修 

研修計画に基づいて自主研修を推進し、事業及び支援技術の向上を図ります。また、防災研

修の他、権利擁護虐待防止や成年後見制度に係る外部研修にも積極的に参加し専門職としての

スキルアップに努めます。 



（７）警備計画 

      事業所の秩序を維持し、火災、盗難、破壊等あらゆる事故の発生を警備・防止することによ

り財産の保全と人身の安全を図り、もって円滑な運営をします。警備計画は計画書に記載し、

常備警備・機械警備を実施します。常備警備は業務日誌に記録します。 

（８）清掃計画 

業務計画概要に詳細を記載。毎日の清掃については、日々の業務日誌に記録します。 

  （９）聴聞に関する規則 

聴聞の手続に関する必要な事項については、札幌市聴聞等に関する規則（平成 6年規則第 51

号）に準じた取扱いを行います。 

 

１０．組織図 
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〇管理者は、事務員や生活支援員及び職業指導員の業務管理を一元的に行う。 

〇サービス管理責任者は、支援計画書の作成のほか、利用状況の把握、利用者の心身の状況の確認

と定期的な支援内容の検討などを実施する。又、職業指導員などに技術指導や助言を行う。 

〇職業指導員は、就労継続支援計画書に基づきサービスの提供にあたる。 

〇生活支援員は、日常生活上の支援を行うとともに支援計画書に基づきサービスの提供にあたる。 

〇賃金向上達成指導員は生産活動収入を増やすための販路拡大等を盛り込んだ「賃金向上計画」を

作成するとともに，利用者のキャリアアップを図るための措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１－１（年度ごとの業務計画） 

年度 業 務 計 画 
２０２３年度 （１）事業の推進 

  ①札幌市指定管理の方針を達成するため、就労継続支援Ａ型事業所の当初の目的に向

けて理念、方針、内容を見直す。 
  ②決算を分析して、収入の増加と支出の軽減を図る手段を検討、実施する。 
  ③利用される方全員に対し、最賃支給を達成する。 
  ④業務の効率化を図り、作業時間と休憩時間を利用者、職員ともに見直す。 
  ⑤上の②③を達成するため、就業規則と賃金規程の見直しを実施する。 
  ⑥上の②③を達成するため、作業内容と作業種を検討し、抜本的な改定を行う。 
（２）地域生活・家庭支援の推進、グループホームとの連携  

 
２０２４年度 （１）事業の推進 

  ①札幌市指定管理の方針を達成するため業務内容の、見直しをして改善を図る。 
  ②決算を分析して、収入の増加と支出の軽減を図る手段を検討、実施する。 
  ③業務の効率化を図り、作業時間と休憩時間を利用者、職員ともに見直す。 
  ➃マンパワー確保の取り組みをしていく。 
（２）地域生活・家庭支援の推進、グループホームとの連携  
  ①家庭状況の把握、地域生活に関する調査の実施 

２０２５年度 事業の推進 
①札幌市指定管理の方針を達成するため、就労継続支援Ａ型事業所の役割、事業計画

の振り返りを行い、改善していく。 
  ②決算を分析して、収入の増加と支出の軽減を図る手段を検討、実施する。 
  ③業務の効率化を図り、作業時間と休憩時間を利用者、職員ともに見直す。 

➃建物の修理・保全及び周囲の環境保全を行う 
（２）地域生活・家庭支援の推進 

 
２０２６年度 事業の推進 

①札幌市指定管理の方針を達成するため、就労継続支援Ａ型事業所の役割、事業計画

の振り返りを行い、改善していく。 
  ②決算を分析して、収入の増加と支出の軽減を図る手段を検討、実施する。 
  ③業務の効率化を図り、作業導線の見直しや設備の整理、改善をしていく。 

➃建物の修理・保全及び周囲の環境保全を行う 
（２）地域生活・家庭支援の推進 

①グループホームとの連携 
 

２０２７年度 事業の推進 
  ①札幌市指定管理の最終年に当り、業務内容の見直しと、事業継続へ向けての方針を 
   検討していく。 
  ②決算を分析して、収入の増加と支出の軽減を図る手段を検討、実施する。 
  ③業務の効率化を図り、作業時間と休憩時間を利用者、職員ともに見直す。 
（２）地域生活・家庭支援の推進、グループホームとの連携  

①家庭状況の把握、地域生活に関する調査の実施 
 

 
              














